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裁判員制度
裁判員制度とは
どのような制度ですか?

裁判員制度は国民の皆さんに
裁判に参加していただく制度です。

Q & A

裁判員制度は、個別の事件について、
国民の皆さんから選ばれた6人の裁判
員の方に、刑事手続のうち地方裁判所
で行われる刑事裁判に参加してもらい、
3人の裁判官と一緒に被告人が有罪か
無罪か、有罪の場合どのような刑にす
るのかを決めてもらう制度です。裁判
員制度では、裁判の進め方やその内容
に国民の視点、感覚が反映されますの
で、その結果、裁判全体に対する国民の
理解が深まり、裁判がより身近に感じ
られ、司法への信頼が高まっていくこ
とが期待されています。

身近なこと
なのねぇ
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HIRONO
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1. 日　時　平成20年3月16日（日） 雨天決行
2. 場　所　双葉地方森林組合
3. スケジュール　10：00まで　集合・受付
　　　　　　　　 13：30頃　　解散
4. 参加料　一組（2名まで）　2,000円

（3名以上の場合は2名単位で複数組の
　お申込となります。）

※ ほだ木10本ほか材料費等は全て含みます。
　 また、ほだ木の主催者管理依頼については
　無料です。（順調なら6月下旬頃引渡しのご連絡。）

5. 募集人数　50組100名程度（申込多数の場合
　　　　　　　はお断りする場合もございます。）
6. 申込先　双葉地方森林組合ボランティアの会
　　　　　「森泉組」事務局まで
　　　　　　　22－1311

まだまだ寒さが残るこの時期ですが、皆様は
いかがお過ごしですか。
数ある農作物の中でも全く農薬を使わず、健

康食品としても優れるシイタケを、栽培してみ
ませんか。食感豊かな原木栽培で、とってもお
いしいシイタケを収穫することができます。
順調に生長すれば来年の春より、遅くとも来

秋より2～3年間、シイタケは発生します。
ほだ木の育成に自信がなければ、主催者へ管

理依頼（初期保育）することもできます！
皆様のご参加をお待ちしております。

しいたけを
作ろう会！
しいたけを
作ろう会！
しいたけを
作ろう会！

第2回

ごあんないごあんないごあんないごあんないごあんない★ ★

……  コメント  ……
……  名　　前  ……

生後３ヶ月から５歳ぐらいまでの就学前のお子さん。
任意の用紙に①氏名（ふりがな）②年齢（生年月日）③住所 
④電話番号 ⑤父母や祖父母等の家族のコメントを添えて、直
接または、封書で郵送してください。
写真の裏面に名前を書き添えて下さい。写真は返却いたしません。

募集
要領

投稿先 〒979－0402  広野町大字下北迫字苗代替35
広野町役場総務課企画グループ広報担当
「すくすく写真館」あて　　  27－2114

写　　真

掲載例

すく
すく写真館

すく
すく写真館すく
すく写真館すく
すく写真館
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